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■さまざまな事故のとき、修復費用を新築価格基

●火災 ・落雷 ・破裂 ・爆発 ●風災 ・ひょう災 ・雪災
(損害額が20万円以上の場合)

準でお支払いします。

●水災           ●外部カ

(床垢[党場

`i曇

鑽 瞥1賃1'最
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を
)

●盗難によるき損 ・汚損

泥棒に窓ガラスを壊された。

●給排水設備の事故などによる水ぬれ ●偶然な事故による破損など ●建物付属機詢

※空調設備、電気設

誤って玄関ホールの ドアを壊 してしまった。  配電盤がショー

豚

勿

※ 「損害付帯諸費用担保特約」を付帯した場合、臨時費用保険 存物取片づけ費用保険金 |

金．残＋

鯰家愛の補鐘

・アパー ト・マンションが火災にあつたため、

復旧までの間、家賃収入が減少した。

・近所で犯罪が発生し、アパー ト・マンション

ヘの立入禁止命令が出たため、家賃収入が

減少 した。

晰建蜀0画 宥 国管理‡こ樺ラ

購償賣経の補償
アパー ト・マンションの外壁がはがれ落ち、

通行人にケガをさせてしまった。

※お支払いする保険金の内容、保険金をお支
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うの物体の衝突など

設備 の電気的・機械的事故

肯、給排水設備、エレベーターなど

■充実した費用補償

水ぬれ事故が発生し、
原因調査に費用がかかつた。

●建てかえ費用
ご契約金額(保険金額)を

評価額の100%に設定された

場合のみ付帯されます。

アパート・マンション建物が火災により
70%以上の損害を受けたので、

●水ぬれ原因調査費用   機署昇鶏W護 ヒt    
・

ドァロック交換費用

日本国内において玄関ドア
または各戸室の ドアの鍵を

盗まれたので、 ドアロック(錠)
を取り替えた。

修理付帯費用保険金 ・特別費用保険金の代わりに 「損害付帯諸費用保険金」をお支払いします。

0大 案さんへの

購鐘賣儀 む鰺睡費轟
・偶然な事故により、大家さんに対し、法律上

冤F露「また,ぁ才彎環多贔所荻テ
負つ

薇園鷲菫酒中の賠償賣鍾
(個人鼈償賣儀)

・お風呂の水があふれ出し、階下に損害を与え

てしまった。

いヽできない主な場合は裏面をご覧ください。 )



地震保険に併せてこカロ入いただくことにより、地震 。噴大 。津波を原因とする火災 ・損壊 ・埋没 ・流失による

損害を補償します。

火災保険だけでは、地震 ・噴火 ・津波による火災損害は補償されないのですか?

はい。地震保険を申し込まれない場合、地震等による火災損害だけでなく、火災の発生原因を問わず地震等で延

焼 ・拡大した損害も補償されません。ただし、地震等による火災によつて建物が半焼以上となつたときに限り、

地震火災費用保険金 (保険金額の5%相 当額。ただし、1事故につき1構内ことに300万 円限度)が 支払われま

す。(地震火災費用保険金不担保特約付帯の場合、支払われません。)

※詳細については 「地震保険」ノ(ンフレットをこ参照ください。

地震保険には、建物の建築年月、免震 耐震1生能に応じた害」引制度がこざいます。なお、保険料の害」引にあたつては、所定の確認書類

をこ提出いただきます。 (書類をこ提出いただけない場合は保険料の割引はできませんのでこ承知おきください。)

すまいの安心サービス
3.住宅相談サービス

住まいの維持管理、リフォームなどすまいに関する様々なこ相
談にお応えします。

4.法律相談サービス1.OQ修 理サービス
鍵あけ 水回りの トラブルでお困りの際、

制で優良専門業者をこ手配いたします。

24時 間年中無休体   様々な法律相談に弁護士が適切なア ドバイスを行います。

応急修理 (注)の 費用 (作業費 出張費)は 無料です。
5.税務相談サービス

税務全般のこ相談に税理士がお応えします。
(注)住 居用 ドアの開錠、 トイレのつまり除去などの30分 程度

6.健康 ・医療相談サービスの軽作業をいいます。なお、無料サービスのこ利用は
健康 医療全般のこ相談に対して24時 間 年中無休体制で電1契約あたり1年につき1回に限ります。詳しくは 「安心
話受付を行います。ガイ ド(こ契約のしおり)」をこ参照ください。

7.介護関連相談サービス2.防犯機能アップ応援サービス
介護全般のこ相談にお応えします。すまいの防ち巳機能アップに役立つ、ビッキングに強い錠、防りE

センサーなどの設置業者をこ紹介します。

※上言己のサービスは2007年 8月現在のものです。一部のサービスについては、地域によってこ利用できない場合やサービス内容が予

告なく変更される場合、またはこ利用を制限させていただく場合がこざいますので、あらかじめこ了承願います。

※上記サービスのうち 「OQ修 理サービス」「防犯機能アップ応援サービス」「住宅相談サービス」「法律相談サービス」「税務相談サービ

スJは 株式会社プレステージ インターナシ∃ナル、「健康 医療相談サービスJ「介護関連相談サービス」はウエルネスケア ネッ

トワーク株式会社との提携によリサービスをこ提供します。

※サービスの詳細につきましては、「安心ガイ ド(こ契約のしおり)」をこ参照ください。

消防法により設置が義務付けられた住宅用防災機器 (住宅用火災警報器など)を 設置している場合

(2006年 6月 1日以降に建築確認申請を行つた新築住宅には住宅用防災機器が設置されています。)
住宅用防災機器害」引は1)

建物がオール電化住宅 (住宅内の空調、給湯、調理などのすべての設備を電気でまかなう住宅)で

ある場合
オール電化住宅割引は2)

建物のすべての厨房設備に、優れた安全機能を有する 「高機能コンロ」を設置している場合

(Hク ッキングヒーターは「高機能コンロJに該当します。「高機能コンロ」の詳細については取扱代理

店または日本興亜損保までこ照会ください。)

高機能コンロ割引鮭2)

所定の住宅メーカー (積水八ウス 旭化成ホームズ ミサワホーム パナホーム)で 製造されたB

構造または2級の鉄骨造プレ八ブ建物で耐火性能建物に該当する場合

枠組壁工法 (2×4(ツーバイフォー)工法)建 物、木質系プレ八ブ建物、または木造軸組工法建物の

うちC構 造または3級の建物で、住宅金融支援機構が定める準耐火構造の技術的基準を満たす場合

2 3 4級 の建物の四周に空地がある場合で空地距離が6m以 上 (北海道 東北 北陸地方は

10m以 上)で ある建物の場合
(一般物件)空地割引∝0

自動火災報知設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備などの消火設備を設置し、所定の条件 (昼

夜を問わず監視する者がいるなど)を 満たしている場合
(一般物件)消火設備割引

(注3)

「マンシ∃ン 。オーナーズ総合保険」には、建物の性能や設備によつて、こ契約の保険料に以下の割引を適用

できる場合がこざいます。割引適用にあたつては所定の方法により確認させていただきます (所定の確認資料

が必要な場合もこざいます。)の で、詳細は取扱代理店または日本興亜損保までお問い合わせください。

(注1)住 居のみに使用される建物が本害」引の適用の対象となります。 (併用住宅は本害」引の対象となりません。)

(注2)オ ール電化住宅害」引と高機能コンロ害」引は併用できません。
(注3)住 居のみに使用される建物は本害」引の対象外です。
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次の偶然な事故により保険証券記載の建物等 (※1)に損害が生 じた場合、その再調達価額 (※2)に 基づき算定した損害額を損害保

険金としてお支払いします。[保険金額が限度]① 火災②落雷③破裂 爆発④風 ひよう 雪災 [損害額が20万 円以上となつた場

合]⑤ 建物外部からの物体の飛来 衝突など⑥給排水設備または他の戸室で生 じた事故による水ぬれ⑦騒 じょう、労働争議に伴う

破壊行為など③盗難⑨台風、暴風雨などによるこう水 高潮 土砂崩れなどの水災 [損害害」合が30%以 上のときまたは床上浸水
もしくは地盤面より45cmを 超える浸水を被つたとき]⑩ ①～⑨以外の偶然な事故 [1事故につき自己負担額 1万円 (※3)]
(※1)建 物等とは次のものをいいます。①アパー ト マンション本体 ②アパー ト マンション本体に直接付属する設備 (エレベ

ーター設備、電気設備、給排水設備など)③ アパー ト マンション本体に直接付属しない施設 (へい、フェンス、掲示板、

駐車場、自転車置場、集会室など)④ ①～③の各部分にある畳または建具類
(※2)再 調達価額とは、同一の質、用途、規模、型、能力のものを再築するのに要する額 (修理可能な場合は再築費用と修理代

金のいずれか低い額)を いいます。
(※3)保 険証券にこれと異なる金額が表示されている場合にはその金額となります。
(注)④ については風 ひよう 雪災支払方法変更特約付帯の場合、損害額が20万 円未満の場合もお支払いの対象となります。

⑥については水濡れ損害不担保特約付帯の場合、お支払いの対象となりません。
③については水災不担保特約付帯の場合、お支払いの対象となりません。

⑩については建物危険限定担保特約付帯の場合、お支払いの対象となりません。

<建 物付属機械設備等電気的 機械的事故担保特約の保険金>(特 約付帯の場合のみ)
建物の付属機械設備等について、偶然な外来の事故に直接起因しない電気的 機械的事故によつて生じた損害について保険金をお

支払いします。[1事故につき自己負担額 1万円 (※)]
(※)保険証券にこれと異なる金額が表示されている場合にはその金額となります。

<建 てかえ費用保険金>(特 約付帯の場合のみ)
上記①～⑩の事故による建物の損害害」合が70%以 上となつた場合に 「保険金額―損害保険金」を限度に建てかえ費用をお支払い

します (損害が生 じた日から2年 以内に同一用途の建物に建てかえた場合に限ります。)。また、建てかえに伴う取り壊 し費用もお

支払いします。[建てかえ費用保険金の 10%限 度]
<建 てかえ時特別費用保険金>(特 約付帯の場合のみ)
建てかえ費用保険金が支払われたときにお支払いします。[保険金額の 10%相 当額。ただし、1事故につき1構内ことに200万 円限度]
※損害付帯諸費用担保特約付帯の場合、お支払いの対象となりません。
<ド アロック交換費用保険金>

日本国内において ドアの鍵が盗まれた場合、 ドアロック (錠)の交換に必要な費用をお支払いします。[1事故につき合計200万 円

限度。ただし、1つの ドアロック(錠)あたり3万 円限度]
<水 濡れ原因調査費用保険金>

建物に生 じた水ぬれ事故の原因調査のための費用をお支払いします。[1事故かつ 1年間 (長期契約の場合は同一保険年度)に つき
100万 円限度]た だし、建物に損害が生じ、修理付帯費用保険金が支払われる場合は支払われません。
<臨 時費用保険金>
上記①～⑦の事故により損害保険金が支払われる場合にお支払いします。[上記①～⑦の損害保険金の30%相 当額。居住専用建物
の場合 :1事 故につき 1構内ことに100万 円限度。それ以外の建物の場合 :1事 故につき1構内ことに500万 円限度]
※臨時費用保険金不担保特約または損害付帯諸費用担保特約付帯の場合、お支払いの対象となりません。
<残 存物取片づけ費用保険金>

上記①～⑦の事故の際、残存物の取片づけに必要な費用をお支払いします。[上記①～⑦の損害保険金の 10%限 度]
<失 大見舞費用保険金>

保険証券記載の建物から発生した上記①、③の事故で、第三者の建物などに損害を与えた場合の見舞金の費用をお支払いします。

[1被災世帯あたり50万 円。ただし、1事故につき保険金額の20%限 度]
※失火見舞費用保険金不担保特約付帯の場合、お支払いの対象となりません。
<地 震火災費用保険金>

地震 噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により建物が半焼以上となつたときにお支払いします。[保険金額の5%相 当

額。ただし、1事故につき]構内ことに300万 円限度]
※地震火災費用保険金不担保特約付帯の場合、お支払いの対象となりません。
<修 理付帯費用保険金>

事故の際に生 じる原因調査費用や仮修理の費用などをお支払いします。[居住専用建物の場合 :1事 故につき1構内ことに保険金額
×10%、 または100万 円のいずれか低い額が限度。それ以外の建物の場合 :1事 故につき1構内ことに保険金額×30%、 または

1,OOO万 円のしヽずれか低しヽ額/1」ヾ限度]
※損害付帯諸費用担保特約付帯の場合、お支払いの対象となりません。
<特 別費用保険金>

保険金額と同額の損害保険金が支払われたときにお支払いします。[損害保険金の 10%相 当額。ただし、1事故につき ]構内こと

に200万 円限度]
※損害付帯諸費用担保特約付帯の場合、お支払いの対象となりません。
<損 害付帯諸費用保険金>(特 約付帯の場合のみ)
上記①～⑦の事故により損害保険金が支払われる場合に、「臨時費用保険金J「残存物取片づけ費用保険金J「修理付帯費用保険金」

「特別費用保険金Jの 代わりにお支払いします。(上記①～⑦の損害保険金の30%相 当額。居住専用建物の場合 :]事 故につき 1

構内ことに300万 円限度。それ以外の建物の場合 :]事 故につき1構内ことに500万 円限度)
<損 害防止費用>
上記事故で、消火活動のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。[実費]

～地震保険をこ契約の場合に限 ります～

地震  噴火またはこれ らによる津波を原因とする火災 損壊
埋没または流失によつて、こ契約の建物 に損害が生 じた場合

損害の程度によ り右記の金額をお支払い します。

支 払 区 分 保 険 金 の お 支 払 額

全 損 の とき 地 震 保 険 金 額 の 金 額 (ただ し、時 価 額 が 限 度 )

半 椙 の と き 地 震 俣 険 金 頼 の 50%(た だ し 、時 価 額 の 50%が 限 度 )

ll●震 保 険 金 額 の 5%(た だ し、時 価 額 の 5%が 限 度 )

次の (a)～(d)の事由により、復 日期間 (注1)内に生じた家賃の損失に対して保険金をお支払いします。[家賃保険金額 (注2)が 限度]
(a)偶然な事故により保険の目的について損害が生じたこと[ただし、上記①～⑩の事故により損害保険金の支払対象となる場合]
(b)偶然な事由により電気 ガス 水道の供給が12時 間以上中断したこと
(c)災害、犯罪などの異常事態の発生に伴う公的機関の避難命令などで建物に住めなくなつたこと
(d)感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律または結核予防法の定めにより、保険の目的またはその構内への

立入が制限または禁止されたこと
(注1)復 旧期間は約定復旧期間 (3か月から12か 月までの間で 1か月単位でお決めいただきます。)を 限度とします。
(注2)家 賃保険金額は、保険の目的の家賃月額に約定復旧期間月数を乗じた額以上でお決めいただきます。

建物の所有または管理に起因する偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することによつて支払うべき損害賠償金 (注)を
お支払いします。 [1事 故につき建物賠償責任支払限度額が限度]ま た、訴訟費用などもお支払いします。
(注)賠 償金額の決定には事前に日本興亜損保の承認を必要とします。

<借 家人賠償責任保険金>

偶然な事故により被保険者 (注1)が借用する戸室が損壊した場合に、貸主に対する法律上の損害賠償責任を負担することによつて

支払うべき損害賠償金 (注2)を お支払いします。[1事故につき借家人賠償責任支払限度額が限度]ま た、訴訟 裁判上の和解 調

停 仲裁に要 した費用などもお支払いします。
<修 理費用保険金>

偶然な事故により被保険者 (注1)が借用する住宅に損害が生じた場合に、貸主との契約に基づき出費した修理費用をお支払いします。

[1事故につき自己負担額3千 円、支払限度額300万 円]
(注1)被 保険者とは以下の方をいいます。

①保険証券記載の建物に所在する借用戸室に居住している方
②保険証券記載の建物に所在する借用戸室の賃貸借契約上の借主で、借用戸室に居住していない方

(注2)賠 償金額の決定には事前に日本興亜損保の承認を必要とします。
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'調停 ・仲裁に要した費用などもお支払いします。

1馨「馬易[[』i]蟄亀量『電景履F言抒30言稽標景署誌甚ιね喜房:己偶者、居住者またはその配偶者の方と生計を共にする別居の未
婚のお子様

②居住用戸室を所有、使用、管理している方で、居住用戸室に居住していない方
(b)の事故 :上記①の方

{鐘:}鷺侵南零呈溶≡蝙宴露顧基昂奈肇霧塀歴9署麗亀警素を単菫ζ讐みます。

万 一 事 故 にあわ れた ら

万一事故にあわれたら、取扱代理店または日本興亜損保へすぐにこ通知

ください。事故の日から30日 以内にこ通知がありませんと、保険金を

お支払いできない場合がありますので、こ注意ください。

●保険料をお払込みの際は、日本興亜損保所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、お確かめください。

●このパンフレットは 「マンション オーナーズ総合保険」の概要を説明したものです。詳 しい内容については 「安心ガイ ド(こ契約のしおり)」

をこ参照ください。
●こ契約に際しては、契約申込書付属の 「契約概要J「注意喚起1青報」を必ずお読みください。また、「こ契約内容がこ希望に沿つていることJ「保

険料算出に関わる事項が正しいことJを こ確認させていただきますので、こ協力くださるようお願いいたします。

●こ契約の手続きその他こ不明な点については取扱代理店または日本興亜損保にお問い合わせください。

●こ契約後 1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、最寄りの日本興亜損保にこ照会ください。

●取扱代理店は、日本興亜損保との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を

行つております。したがいまして、取扱代理店とこ締結いただいて有効に成立 したこ契約につきましては、日本興亜損保と
  人

直接契約されたものとなります。
● 「マンシヨン オーナーズ総合保険」はすまいの総合保険 (フル八ウス)の 賃貸アパー ト マンションオーナー専用プランの

ペットネームです。

日本興菫擾警爆颯株式翁織
〒100-8965東 京都千代田区霞が関373

お客様サポート室 0120919-498

受付時間 :平日の9:00～ 1700(土 日、祝日、12/31～1/3を除きま魂)
ホ__ア、′ヾ_ミツフド|′フ  R十十n /ムAAAハA′n[nn∩nレ∩n´ハin

1動車
｀
武査写湯奄ヒ流會渥暴似の事変または暴動、核燃料物

質による事故
>地 震  噴火 ‐津波 [ただ し、地震火災費用保険金 には適用 し

ません。]
>男管縫織喬峯覇警拒屋替テ窪場樽僅属協肇雇馨凩巽傭?巡霧
的事故担保特約の保険金には適用しません。]

>差 押え、没収などの公権力の行使
>か し、自然の消耗 劣化、さび ・かび 腐食その他類似の事

由、虫食い
>加 工 修理または調整中の作業上の過失 技術の拙劣
>擦 損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷で、

機能に直接影響のない損害
>詐 欺 横領
>土 地の沈下 隆起などによつて生じた損害
>風  雨 ひようもしくは砂 じんの吹込みまたはこれらのもの

の漏入による損害
など

<電 気的 機械的事故の補償対象とならない機械設備>

>ベ ル ト、ワイヤロープ [エレベーターを除く]、 管球類
>切 削工具、刃または金型
>潤 滑油、操作油その他運転のための資材
トフィルタエレメン ト、電熱体
>基 礎または炉壁
>コ ンクリー ト製、ゴム製の機器または器具
>消 火斉」、薬斉」、レンガ
レボイラ

など

>地 震等が発生 した日の翌日から起算 して 10日 を経過 した後

に生 じた損害
など

(注)1回 の地震等による損害保険会社全体の支払保険金総額
が5兆 円を超える場合、お支払いする保険金は算出され

た支払保険金総額に対する5兆 円の害J合によつて肖」減さ

れることがあります。       鯉 007年 8月 現在)

>故 意、重大な過失、法令違反
>戦 争 内乱その他 これ らに類似の事変または暴動、核燃料物

質による事故
>地 震 噴火 津波
>か し、自然の消耗  劣化、さび ‐かび 腐食その他類似の事

由、虫食い
>加 工 修理または調整中の作業上の過失 技術の拙劣

>土 地の沈下 隆起などによつて生 じた損害

>保 険契約者または被保険者の故意
>戦 争、暴動などの事変や核燃料物質の有害な特性による事故

1模雇あ雪会を清奢撞場暑〔基する業務以外の被保険者の職務
遂行に直接起因する事故

>同 居の親族に対する賠償責任
>航 空機、自動車などの所有、使用または管理に起因する事故
>被 保険者の日常生活に起因する事故
>屋 根、扉、窓、通風筒などから入る雨または雪などによる財

物の損壊に起因する事故
卜建物の修理、改造、取壊しなどの工事に起因する事故

など

>保 険契約者または被保険者の故意
>戦 争、暴動などの事変や核燃料物質の有害な特性による事故
>地 震、噴大、津波による事故
>建 築業者などが行う改築 増築に起因する事故
>差 押え、没収などの公権力の行使
>か し、自然の消耗 ・劣化、さび かび 腐食その他類似の事

由、虫食い
>擦 損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷で、

機能に直接影響のない損害
>電 気的 機械的事故
>詐 欺 横領
>土 地の沈下 隆起
>風  雨 ひようもしくは砂 じんの吹込みまたはこれらのもの

の漏入
卜電球 ブラウン管などの管球類に単独に生 じた事故

など

>保 険契約者または被保険者の故意
>戦 争、暴動などの事変や核燃料物質の有害な特性による事故
>地 震、噴大、津波による事故
>被 保険者の職務遂行に直接起因する事故
>同 居の親族に対する賠償責任
>航 空機、車両、船舶または銃器の所有、使用または管理に起

因する事故
>借 用財物の損壊などによる賠償責任

など

クーリングオフについて

こ契約のお申込みの撤回または解除を申し出ることができるクーリング

オフ制度がこざいます。詳しくはお申込時にお渡しする 「クーリングオ

フ説明書Jを こ覧ください。

NIPPONICOA
INSURANCE

●お申込み。お問合せは下記の取扱代理店まで


